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スケジュール

•開催期間
2026年11月5日（木）～11/25（水） 21日間

•商談会
2026年8月19日（水）

2026年8月20日（木）



出品にあたって必要なコト

• FCPシートの記入（EXCELファイル参照）

•食品表示ラベル（裏面表示）

•栄養成分表示



食品表示ラベル

消費者に販売される食品や事業者間で取り引きされる食品には、
食品表示が必須です。

名称
原材料名
添加物
原料原産地名※
内容量
固形量※
内容総量※
消費期限又は賞味期限※
保存方法
原産国名※
製造者

※は該当する場合にのみ表示します。



注意点

名称

その内容を表す一般的な名称を表示。商品名は枠外に記載。

例：クッキーセットの場合は「焼菓子」



原材料名

• 原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示。

• 複合原材料（2種類以上の原材料で構成される原材料）

複合原材料名の後ろにカッコを付け、使用した原材料の重量順に表示しま

す。

ただし、添加物についてはカッコ内に表示せず、他に使用した添加物とま

とめて表示します。

• 遺伝子組換え食品を含む場合は、遺伝子組み換え食品を含む旨の表示。



• 特定原材料を含む場合はアレルゲンの表示

原則として、原材料名又は添加物の直後に括弧を付して表示。

• 原料原産地表示

【生鮮食品の場合】

使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料に対して、原産地名

を表示。

例：大根（A国）、大根（国産）、大根（茨城県）

【加工食品の場合】

当該中間加工原材料の製造地を「〇〇製造」と表示します。

国産品は、「国内製造」や「〇〇県製造」等。

輸入品は〇〇に原産国名を入れて表示します。



アレルゲンの表示について

2023年3月9日施行の食品表示基準の改正によって、
くるみがアレルギーの義務表示が必要となる特定原材料に移行しました。

食品表示基準は定期的に改正されています。

改正に合わせて、食品表示ラベルを改める必要があります。



食品表示の枠外に、上図のようなアレルギーの注意喚起表示の表を
掲載するだけでは不可。

あくまでも、原材料名又は添加物の直後に括弧を付して表示することが必須。



栄養成分表示

2020年4月1日より栄養成分表示が義務化されました。

熱量（エネルギー）、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量は、
必ず表示しなくてはならない基本項目で、この順番で表示すること。



食品表示の詳細について
「食品表示ガイド 茨城県 令和6年版」を
ご覧ください。

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/
eisei/documents/r6guide_1.pdf

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/eisei/documents/r6guide_1.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/eisei/documents/r6guide_1.pdf
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